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むすび 

 

本市の公共下水道は、昭和４９年度に事業着手、昭和６２年度に供用開始して

以来、現在も順次整備を進めており、令和３年度末の整備面積は、１，１０１．

８ｈａ、人口普及率は前年度と同様の９４．３％となった。 

 令和３年度の管きょ整備においては、公共下水道ストックマネジメントによ

る点検調査・改良工事として、引き続き第４７処理分区枝線整備工事（吉岡地区）

等の施設整備を進め、良好な住環境の保持を図り下水道施設の更新ができた。さ

らに、震災対策として小中学校へのマンホールトイレの設置等、避難所での衛生

環境の向上に努めた。 

 また、終末処理場施設整備において、計画的に耐震化を行うとともに、環境に

配慮した消化施設等の整備のための基本設計に着手されたことは評価できる。 

経営においては、経営成績及び財政状態を的確に把握するために、令和２年度

から公営企業会計に移行された。経営成績を示す収支の状況としては、８億２千

万円の営業損失を生じたものの、当年度純利益は６億４千万円となった。 

営業収益のうち下水道使用料については、使用料単価１３１．７円に対し、汚

水処理原価が１３５．５円であった。 

経費回収率は前年度より０．９ポイント増の９７．２％となっている。令和元

年７月に使用料の改定を行った以前の平成２８年度から平成３０年度の平均値

８５.５％と比べると１１．７％上昇してきており、一定の効果は見られるが、

依然１００％を下回っていることから、今後も使用料水準の適正化を目指すと

ともに汚水処理経費の一層の削減に努められたい。 

営業外収益の一般会計補助金（基準外繰入金）については、一般会計における

財政状況が厳しい中で、６億５千万円の繰入を行っている状況であることから

引き続き削減に努めるとともに、下水道使用料の水準についても引き続き検討

を行い、一般会計の財政運営に支障が生じないよう留意されたい。 

最後に、今後も新たに敷設する管きょの建設に加え、老朽化した施設の更新対

策や大地震を想定した耐震化対策等の建設改良事業の増加が見込まれている。 

一方、人口減少や節水社会への変化等により使用料収入の増加が見込みにく

い等の課題があるが、下水道使用料の適正化を図り、下水道サービスが安定かつ

持続的に提供できるよう中長期的な視点に立って、事業が計画的・効率的に実施

できるよう要望する。 

 

 

 




